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西

F
イ
ツ
に
お
け
る
経
済
統
制
法

判

金

沢

良

(2) 

は

し

が

き

第
一
節
ド
イ
ツ
に
お
け
る
巧
宵
仲
間
岳
民
草

s
r
g肉
及
び
巧
耳
目
白
宮
崎

E
S
Eロ
宮

g
n
E
の
概
念

第
二
節
経
済
統
制
法
の
推
移
(
円
以
上
第
六
巻
)

第
三
節
経
済
統
制
の
法
的
措
置
(
本
巻
本
号
)

第
四
節
経
済
統
制
法
の
合
憲
性

西ドイツにおける経済統制法

第

三

節

経
済
統
制
の
法
的
措
置

概

3)t 

第ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
済
統
制

(45洋
汚
伊
良
Z
Zロ
-2ロ
ぬ
)
の
概
念
は
、
第
一
節
第
一
に
お
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

一
般
的
に
、
「
経
済
を
、

一
定
の
目
的
及
び
目
標
を
も
っ
て
、

一
定
の
方
向
に
規
整
す
る
国
家
的
干
渉
で
あ
る
。
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
と

そ
れ
は
、

- 1ー

雄



説

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
(
六
巻
六
頁
)
U

そ
し
て

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
国
家
的
干
渉
を
実
現
す
る
措
置
は
、
広
く
、
経
済
統
制
の
措
置
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

ド
イ
ツ
で
は
、
経
済
統
制
の
措
置
は
、
き
わ
め
て
広
く
解
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
、
経
済

-2ー

論

に
対
し
て
、
命
令
・
禁
止
的
で
あ
る
と
、
保
護
・
補
成
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、

と
を
問
わ
な
い
。

ま
た
、

公
法
的
手
段
に
よ
る
と
、
私
法
的
手
段
に
よ
る

川

周

忌

2
・
4
司
王
国
ロ

E
2
2
2
d
g
-
Z
R
2
2
E・
E
-
F
S
E・
g-
沼
田
ム
0
0
同

-u

同
由
明
帥

.mm.Hω
戸
田
4
同
.

国白
B
S
F
伺

2
5
2
E三
ロ
ロ
品
詞
町
宮
与
え
け
回
目
白
書
ロ
ロ
明

(

E

V

 

一
日
問
権
的
な
経
済
統
制
措
買
(
行
政
行
為
と
し
て
の
経
済
統
制
措
置
)

経
済
統
制
は
、
経
済
に
対
す
る
国
家
の
高
機
的
な
干
渉
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
が
多
く
、

こ
の
場
合
は
、
経
済
統
制
は
、
原
則
と
し

て
、
行
政
行
為
の
形
式
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。

行
政
行
為
と
し
て
の
経
済
統
制
措
置
に
は
、
権
利
附
与
的
な
高
権
的
行
為
(
目
。
伊
丹
印
〈

R
E
F
S母
国
。

zxgwR)
と
、
権
利
制
限
的
な

高
権
的
行
為

(gnzzzn宵
普
E
E
o
図。

Fag-ao)
と
が
あ
れ
ザ

前
者
は

経
営
資
格
、

生
産
・
販
売
・
購
入
の
割
当
を
附
与
す
る

よ
う
な
場
合
で
あ
り
、
後
者
は
、
命
令
及
び
禁
止
で
あ
り
、

一
例
え
ば
、
命
令
に
つ
い
て
は
、
投
資
・
製
造
・
引
渡
な
ど
の
義
務
を
課
す
る

場
合
、
禁
止
に
つ
い
て
は
、
施
設
の
新
設
・
拡
張
・
休
止
の
禁
止
、
生
産
・
使
用
の
禁
止
な
ど
で
あ
る
。

m叩ロ)、 こ
れ
ら
の
高
権
的
な
経
済
統
制
措
置
の
法
的
形
式
は
、
法
規
命
令
(
河

R
Z
2
R
O
E
S
m
oロ
)
、
行
政
命
令
(
〈
耳
毛
色
丹

g
m
m
4
0
5
Eロ
c
p

処
分
命
令
(
〈
常
者
白

-Eロ
ぬ
凹
〈
町
民
位
相
官
ロ
m巾
ロ
)
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

あ
る
い
は
、

川

フ

1
パ

l
は
、
経
済
統
制
を
、
「
高
権
的
経
済
統
制
」

(
E
Z豆
町
各
自
巧
町
宮
ロ
宮
内
Z
H
S吉
田
向
)
と
「
非
高
格
的
経
済
統
制
」
(
回
目
。

z
'
v
o
Z
E山
口
宮

司
同
三
回
与
え

Z
H
g
w
g口
問
)
と
早
大
別
す
る
。
同
ロ
Z
F
P
P
0・
m-Mg同
・
ハ

1
7
ン
は
、
統
制
措
置
を
、
「
行
政
行
為
」
に
よ
る
場
合
と
「
私
法
的
統
制



形
式
」
に
よ
る
場
合
と
を
分
っ
て
い
る
。
出
担
富
田
出
P
白

-
P
。
-m-
ヨ
同
・
フ
1
パ
ー
の
い
う
「
高
権
的
経
済
統
制
」
は
結
局
、
行
政
行
為
に
よ
る
統
制
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
フ
1
パ
!
の
い
う
「
非
高
権
的
経
済
統
制
」
に
は
、
私
法
的
な
法
律
行
為
に
よ
る
も
の
と
、
i

純
行
政
的
経
済
統
制
」

(
い
わ
ゆ
る
行
政
指
導
に
あ
た
る
も
の
)
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ω
周
回

σ
s
u
p
p

。-m・問
。
一
回
・

同
国
ロ
Z
F
P
田
・
。
・
ω
-
N
O
H
・

非
高
権
的
な
経
済
統
制
措
置
(
私
法
的
手
段
に
よ
る
経
済
統
制
措
置
)

経
済
統
制
は
、
行
政
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
高
権
的
な
も
の
が
多
い
が
、
今
日
の
経
済
統
制
は
、

の
で
は
な
く
、
非
高
権
的
な
私
法
的
手
段
に
よ
っ
て
も
ま
た
行
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
資
本
主
義
経
済
の
高
度
化
に
と
も
な
っ
て
、

こ
れ
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
るw 

」

の
分
野
に
お
け
る
国
家
の
進
出
は
、

こ
の
こ
と
は

わ
が
国
と
同
様
、

ド
イ
ツ
に
つ
い
て

と
み
に
目
立
っ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、

も
い
え
る
の
で
あ
り
、
国
家
は
、
私
法
的
な
法
律
行
為
を
通
じ
て
、
経
済
現
象
に
対
し
、
計
画
的
か
つ
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

で
さ
る
の
で
あ
り

ま
た

そ
れ
が
、
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

(2) 

私
法
的
手
段
に
よ
る
経
済
統
制
措
置
は
、

ま
ず
、
資
金
統
制
の
分
野
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
は
、

一
定
の
目
的
の
た
め
に
、
直

西ドイツにおける経済統制法

接
又
は
間
擦
に
(
国
家
的
機
関
を
通
じ
て
)
、
公
的
資
金
を
、
経
済
に
投
入
す
る
な
ど
、
信
用
促
進
の
措
置
を
講
ず
る
。

そ
の
方
法
に
は
、

国
家
が
一
定
の
機
関
に
投
資
す
る
方
法
、

公
的
資
金
を
消
費
貸
借
に
よ
り
貸
付
け
る
方
法
、

φ

め
る
い
は
、
国
家
が
、
保
証
を
行
う
方
法
な

ま
た
、
経
済
統
制
的
な
補
助
金
(
後
述
一
三
頁
以
下
参
照
了
も
、

こ
の
松
に
属

ど
が
み
ら
れ
る
(
乙
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
述
一
一
一
員
以
下
参
照
)
。

す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一-3 -

ま
た
、
物
資
統
制
の
分
野
に
お
い
て
も
、
国
が
景
気
政
策
に
積
極
的
に
の
り
出
す
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
固
に
よ
り
、

又
は
国
家
機

関
を
通
じ
て
、
物
資
の
購
入
・
貯
蔵
・
販
売
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
操
作
を
通
じ
て
、
需
給
の
調
整
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
(
後
述
一
九
頁



説

参
照
)
。

- /;一

論

川
同
信
ぴ

2
・目・白・。
-m-NGC-
国
民
出
回
目
P
白
-
P
。
-m-
∞∞・

開
田
中
教
授
も
、
補
助
金
の
交
付
、
そ
の
他
国
有
財
産
の
払
下
等
の
行
為
自
体
は
、
「
私
法
行
為
と
し
て
私
法
規
定
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
・
も
の
で
、
た
だ

そ
の
効
果
の
発
生
が
公
法
上
の
制
限
を
受
け
、
叉
は
有
効
な
他
の
公
法
行
為
の
寄
在
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ま
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
田
中

二
郎
・
行
政
法
上
巻
一
四
九
頁
以
下
。

経
済
統
制
と
一
般
的
な
行
政
作
川
と
の
関
係

経
済
統
制
は
、
経
済
に
対
す
る
国
家
の
干
渉
の
一
種
で
あ
る
が
、
経
済
の
分
野
に
お
け
る
国
家
の
干
渉
の
す
べ
て
が
、
経
済
統
制
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
。
国
家
の
行
政
的
な
経
済
干
渉
は
、

あ
ら
ゆ
る
時
代
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
、
経
済
統
制
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
。
国
家
の
経
済
ず
渉
で
あ
っ
て
も
、
何
等
、
統
一
的
な
一
定
の
目
標
を
も
た
な
い
も
の
は
、
経
済
統
制
と
は
い
え
な
い

一
般
的
な
公
用
負
担
、
財
政
作
用
が
、
た
と
え
、
経
済
の
領
域
に
お
い
て
作
用
す
る
と

と
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
単
な
る
響
楽
作
用

し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
、
経
済
統
制
の
法
的
措
置
と
は
、

、

ia:
、。

し
〉
ズ

φμ
し

し
か
し
、
経
済
の
領
域
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
国
家
の
干
渉
が
、
「
経
済
統
制
の
目
的
の
た
め
に
」
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
ブ
-

こ
の
点
を
指
摘
し
、
例
え
ば
、
国
家
の
独
占
、
私
的
経
済
活
動
の
領
域
に
お
け
る
営
業
規
制
、
収
用
な
ど
が
、
経
済
統
制
に
役

立
つ
よ
う
に
行
わ
れ
う
る
こ
と
を
あ
げ
に
い
る
。

パ
ー
は

こ
の
こ
と
は
、

わ
が
国
の
実
際
に
つ
い
て
も

い
え
る
こ
と
で
あ
り

専
売
は

般
的
抽
象
的
に
は
、
財
政
目
的
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
、

か
つ
て
の
戦
時
中
の
石
油
専
売
法
の
如
さ
は
、

そ
の
直
接
の
目
的
は
、

戦
時
に
お
け
る
石
油
統
制
(
物
資
統
制
〉
に
あ
っ
允
の
で
あ
り
、

ま
た
、
戦
時
中
、
企
業
統
制
主
、
企
業
許
可
令
に
よ
る
新
規
事
業
の
許

可
制
が
実
施
さ
れ
た
際
に
、

そ
の
対
象
に
は
、

一
定
の
警
察
的
な
営
業
規
制
を
う
け
て
い
る
も
の
は
除
か
れ
た
が
、

こ
れ
は
、

こ
れ
ら
の

分
野
に
つ
い
て
は

企
業
許
可
令
で
規
制
を
行
わ
ず
、

警
察
的
取
締
法
令
の
運
営
に
よ
っ
て

企
業
統
制
の
目
的
を
は
た
し
う
る
と
考



え
た
か
ら
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
戦
後
の
、
食
糧
緊
急
措
置
令
に
よ
る
強
権
発
動
1
1
3
収
用
ー
ー
ー
は
、
食
糧
管
理
法
に
よ
る
主
食
の
統
制
目

的
を
、
補
充
す
る
恵
味
を
も
つ
も
の
で
る
り
、
収
用
と
い
う
手
段
が
、
統
制
目
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
税
法
・
補
助
金
制
度
な
ど
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、

と
く
に
、
税
法
は
、
今
日

で
は
、
経
済
政
策
、

し
た
が
っ
て
ま
た
経
済
統
制
と
、
密
接
な
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
り

こ
れ
を
無
視
し
て
経
済
統
制
を
論
ず
る
こ
と

う
に
、

ハ
l
マ
シ
は
、
個
々
の
統
制
形
式
を
の
べ
る
に
当
-
っ
て
、

ハ3
V

い
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
の
よ

そ
の
一
つ
と
し
て
、
「
税
法
と
経
済
統
制
」
を
あ
げ
、

は
で
き
な
い
。

「
最
近
の
多
数
の
税
法
の
あ
ら
た
な
形
成
は

こ
れ
ら
の
法
律
に
固
有
の
財
政
政
策
的
傾
向
と
と
も
に
、
経
済
政
策
的
観
点
が
よ
り

強
く
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

し
た
が
っ
て
、
税
立
法
が
経
済
統
制
の
機
能
を
次
第
に
多
く
引
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
」

(2) 

ブ

l
パ
ー
も
ま
た
、
「
経
済
統
制
的
な
租
税
政
策
」
に
つ
い
て
述
べ
、
「
現
代
の
租
税
政
策
は
、
経
済
統
制
的
な
国
家
干
渉
の
有
効
な
手

段
を
示
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

西ドイツにおける経済統制法

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
行
政
法
と
経
済
統
制
法
と
の
関
係
」
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

フ
l
パ
ー
は

こ
の
占
川
に
つ
い

て

つ
ぎ
の
よ
う
に
、

い
っ
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
の
分
野
で
の
経
済
行
政
法
は
、
経
済
統
制
法
へ
と
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
経
済
行
政
と
経
済
統

制
と
の
同
一
性
は
、
決
し
て
、

そ
れ
自
体
と
し
て
、
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
経
済
行
政
法
が
同
時
に
経
済
統
制
法
で
あ

そ
れ
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
意
図

(
E
g
E
Sロ
)
が
決
定
を
与
え
る
。
」

- 5 ー

る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

(1) 

同
居
間
}
由

F

担-胆・。
-m-H混同・



説

(5) (4) (3) (2) 

間口
σ21・
P
白z
。
-m-H由∞同・

国
民
H
H
M

世田口・白
-
m
w

・。・∞・回目
N
-

出口
σ
o
p
p
-
田'。・∞
-

M
由H
・

国ロ
σOM--
田
-
P
。・同盟国・

- 6 ー

論

第

経
済
統
制
の
詩
形
式

各
経
済
分
野
に
つ
い
て
の
経
済
統
制
の
分
類
は
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、

か
な
ら
ず
し
も
統
一
的
で
な
い
。
例
え
ば
、

プ

l
パ
ー
は
、

「
経
済
統
制
の
諸
々
の
法
形
式
」

の
表
誕
の
も
と
に

「
規
模
及
び
投
資
統
制
」

(
関
白
匂
釦

N-sz'
ロ
ロ
弘
同
ロ
〈
開
閉
己
位
。
ロ
曲
目
。
ロ
W
ロロ閃)、

五
、
「
価
格
統
制
」
を
分
つ
て
の
べ
て
お
児
、
ま
た
、

二
、
「
為
替
・
信
用
及
び
資
金
統
制
」

、
「
生
産
統
制
」

四
、
「
物
資
統
制
」

ハ
l
マ
ン
は
、
「
個
々
の
統
制
形
式
」

の
表
題
に
お
い
て
、
統
制
形
式
の
主
要
分
類
と
し
て

「
生
産
統
制
」

、
「
物
資
統
制
」

四
、
「
消
費
統
制
」

五
、
「
価
格
形
成
」

(回。同門目。ぴ回同・
0
n
H
H仲
)

六
、
「
促
進
及
び
援
助
措
置
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら

て
「
経
営
法
」

の
分
類
は

か
な
ら
ず
し
も
厳
密
に
、
一
出
品
川
的
・
体
系
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
分
類
項
目
は
、
相
互
に

関
辿
性
を
有
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
「
規
模
統
制
」
は
、
「
生
産
統
制
」
に
も
関
連
し
、
「
生
産
統
制
」
は
、
「
物
資
統
制
」
に
も
関
述
し
、

「
投
資
統
制
」
は
、
「
信
用
及
び
託
金
統
制
」
に
も
関
辿
す
る
。

つ
ぎ
に
は
、

フ
1
パ

I
及
び
ハ

i
マ
γ
の
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
拠
り
な
が
ら
、
「
経
営
統
制
」
「
資
金
統
制
」
「
生
産
統
制
」
「
商
品
統

制
」
「
価
格
統
制
」
に
大
別
し
て

こ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
経
済
統
制
の
諸
形
式
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

(2) (1) 

出回ぴ四国
1

・但・目・。
-m-MN四時・

出
酔
呂
田
ロ
P
目・由・。・

ω・也由同・



経
営
統
制

経
済
統
制
は
、
経
済
的
経
営
の
設
立
・
拡
張
・
制
限
・
移
転
・
休
業
及
び
再
開
に
及
び
う
る
。
経
済
統
制
と
し
て
の
経
営
に
対
す
る
千

渉
は
、
国
民
経
済
の
規
模
(
関
名
目
富
同
)
の
範
囲
を

計
画
的
に
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
統
制
措
置
は
、
制
限
的
な
場
合
も
あ
れ

ば
拡
大
的
な
場
合
も
あ
る
。
国
民
経
済
の
規
模
に
対
す
る
国
家
的
干
渉
は
、
資
本
統
制
・
生
産
統
制
・
価
格
統
制
な
ど
に
よ
り
間
接
的
に

行
う
こ
と
も
で
き
る
が
、

こ
こ
で
は
、
直
接
的
な
措
置
に
つ
い
て
ふ
れ
る
。

)
 
l
 
(
 

経
営
設
立
の
制
限

(2) 

国
家
的
規
模
統
制
の
各
般
の
措
置
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、

ポ
シ
基
本
法
第
一
二
条
第
一
項
に
よ
っ
て
、
経
済
統
制
的
な
絶
対
的
な
設
立
禁
止
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
二
つ
の
場
合
に
は
、
設
立
禁
止
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
、
財
政
的
専
売
の
場
合
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
経
済
統
制
上
等

の
理
由
で
、
行
政
上
の
許
認
可
に
か
か
ら
し
め
る
場
合
で
丸
山
~
。
例
え
ば
、
原
料
産
業
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
、
交
通
・
信
用
・
保
険

な
ど
の
重
要
な
経
済
分
野
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
。
最
近
の
経
済
立
法
の
な
か
で
は
、
一
九
五
二
年
の
「
貨
物
動
力
輸
送
法
」
首
位
件
。
岳
E
B

経
営
設
立
(
回
。
E
o
σ
8
R
W
V
Zロ
拘
)
の
禁
止
は

一
九
三
三
年
以
来
、

今
日
で
は
、

西ドイツにおける経済統制法

同
丹

4mw吋

WAWF2mgo片
N

J
可
。
田
口
、
H
0
・
5
U
N
)

が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
、
国
民
経
済
的
需
要
の
観
点
か
ら
、
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
、

経
営
設
立
を
認
可
に
か
か
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

(2) 

経
営
拡
張
又
は
経
営
縮
小
の
制
限

経
営
拡
張
の
禁
止
は
、

恐
慌
対
策
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
か
つ
て
は
、
強
制
カ
ル
テ
ル
法
な
ど
に
よ
っ
て
、
行
わ
れ
た
と
こ

-7ー

ろ
で
あ
る
。
戦
後
は
、

一
九
五
一
年
の
経
済
安
定
法
は
、
経
営
拡
張
及
び
経
営
縮
小
の
禁
止
の
可
能
性
を
明
確
に
は
定
め
て
い
な
い
。

し

か
し
、

そ
れ
が
連
邦
政
府
に
一
定
の
前
提
の
も
と
に
一
定
の
範
囲
内
で
法
規
命
令
に
よ
っ
て
需
要
充
足
の
目
的
で
貨
物
の
生
産
に
関
す
る



説

規
定
を
定
め
る
権
限
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
企
業
拡
張
又
は
企
業
縮
小
の
禁
止
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
需
要
充
足
を
確
保
す
る
権

限
を
も
包
含
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
法
的
措
置
を
定
め
た
も
の
は
な
い
。

論

(3) 

休
業
の
制
限

一一 8 ーー

経
営
の
休
業
禁
止
は
、

生
産
政
策
k
及
び
労
働
市
場
政
策
上
行
わ
れ
る
。

休
業
禁
止
は

第
一
次
太
戦
後
、

一
九
二

O
年
の

「
経
営

休
止
に
関
す
る
命
令
」
面
白
丹
ユ
0
5
2日
合
問
ロ
ロ
m
何
回
。
〈
。
〈
。
B
∞-
=
W
H
C
N
O
)
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
戦
後
の
生
産

を
確
保
す
る
た
め
に
、
休
業
禁
止
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
、
大
量
解
雇
に
関
す
る
規
定
に
よ
っ
て
、
労
働
政
策
的
な
機
能

を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
命
令
は

一
九
一
六
四
年
に
失
効
し
、

そ
の
後
こ
の
命
令
の
よ
う
に
一
般
的
に
休
業
禁
止
は
定
め
た

も
の
は
み
ら
れ
な
い
が
、

佃
々
の
法
律
に
よ
っ
て
、

休
業
禁
止
が
行
わ
れ
う
る
場
合
も
あ
る
。

例
え
ば

経
済
安
定
法
は
同
法
の
適
用

さ
れ
る
物
資
の
需
要
充
足
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

述
邦
政
府
は
、
休
業
に
関
す
る
法
規
命
令
を
定
め
る
こ
と
、
と
く
に
、
休
業
を
禁
止

し
又
は
認
可
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
も
の
と
併
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
労
働
政
策
上
の
も
の
と
し
て
は
、

一
九
五
二
年

の
経
営
組
織
法
(
切
え
ユ
与

2
R
E
g
E
m
m
m冊
目
立
で
は
、
経
営
協
議
会
(
回
。
丹
江
各
回
目
立
は
、
鉱
山
労
働
者
に
不
利
と
な
る
よ
う
な
計
画

的
経
営
変
更
に
対
す
る
共
同
決
定
権
(
守
口
号
命
的
門
戸
5
5
5
M
m由
自
口
宮
)
を
も
っ
て
い
る
(
同
法
七
二
条
)
が
、

休
業
が
ふ
く
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
経
営
変
吏
に
は
、

(4) 

経
営
移
転
の
制
限

か
つ
て
は

と
く
に
、

食
糧
経
済
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
経
営
の
移
転
を
禁
止
し
又
は
認
可
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え

ば

一
九
三
八
年
の
牛
乳
命
令
一
言
ロ
与
語

S
Eロ
5
m
g
B
N
C
'
F
H
S
W
)
の
第
四
条
第
一
項
第
八
号
で
あ
る
。
ま
た
、
経
済
安
定
法
に

お
い
て
も
、

述
邦
政
府
は
、
経
営
移
転
ぶ
需
要
充
足
を
あ
や
う
く
す
る
と
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
経
営
移
転
を
認
可
に
か
か
ら
し
め
る
権



ハ
刊
J
)

限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

(5) 

経
営
譲
渡
の
制
限

か
つ
て
は
、
経
営
譲
渡
を
認
可
に
か
か
ら
し
め
た
こ
と
は
多
い
が
、
今
日
で
は
、

み
ら
れ
な
い
。

(6) 

経
官
閉
鎖
及
び
経
営
禁
止

経
営
閉
鎖
及
び
経
営
禁
止
は
、
経
済
刑
法
に
も
と
。
す
い
て
、
附
加
刑
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
経
済
統
制
的
な
こ
れ

一
定
の
経
済
分
野
に
お
け
る
過
剰
な
活
動
を
縮
小
し
、
除
去
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え

ら
の
措
置
が
、
国
民
経
済
上

は

一
九
二
三
年
の

一
九
三
七

「
取
引
制
限
に
関
す
る
命
令
」
(
〈

R
C
Eロ
g
m
E
)常
国
自
己
包
∞

σgnus口
付
ロ
ロ
想
ロ
〈
。

BHω
・吋・

5Nω)、

年
の
家
畜
取
引
命
令

(
5
0
5
g
a
o
-
2
2
0
Eロ
ロ
ロ

m
g
E
M
U
-
同

-
H
8
3、
同
年
の
「
混
合
飼
料
製
造
に
関
す
る
命
令
」
(
〈

R
o
Eロ
E
m
5
2

z
u
n
E
Z
2
0吋
H
E
R
o
-
v
m門
研
件
。
ロ
ロ
ロ
閃
司
。
H
U
N
N・
HN・
5ω
吋
)
な
ど
で
あ
る
。

(2) 

山
ハ
!
?
ン
は
、

F
E
5回
窓
口
互
な
る
項
目
の
も
と
に
述
べ
て
い
る

o
F
E
E
S
-
3・
c・
m
-
雲
南
・
こ
れ
に
対
し
、
フ
l
パ

l
は、

E
宮

N
E
Z・

目
。
ロ
宵
宮
内
な
る
項
目
の
も
と
に
、
主
と
し
て
切
旦
江
田
ぴ
の
規
制
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。
国
ロ
σ∞F
P
・
白
・
。
-
m
-
N
N
m
司
・
わ
が
国
の
従
来
の
用
語
に
従
え

ば
、
あ
る
い
は
、
「
企
業
統
制
」
と
い
っ
た
ほ
う
が
、
適
切
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
乙
乙
で
は
、
切
$
江
市
ぴ
の
用
語
に
着
回
レ
て
、
「
経
営
統
制
」

と
し
て
お
く
。

向
田
口
σ
白
♂
白
-
P
・。・∞
-
M
N
町・

ゆ
出
口
σ
0
3
回
-
P
。
-m・NN町内・

凶
動
力
輸
送
機
関
に
よ
る
貨
物
の
輸
送
業
務
を
認
可
制
と
し
た
の
は
、
最
初
、
一
九
三
五
年
の
「
動
力
輸
送
機
関
に
よ
る
貨
物
遠
距
離
輸
送
に
関
す
る
法

律
」
(
の
ぬ
白
色

Nロ
宮
司
品
O
U
C
ロ宮司同
2
国
語
『
宮
耳

S
Z
閃

E片
付

F
F司
N
g
m
g
g
g回
目
・
白
・
岡
田
回
目
)
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
、
乙
の
法
律
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ

に
代
っ
た
。
乙
の
法
律
の
第
八
条
は
、
貨
物
輸
送
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
は
認
可
を
受
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
。
間
口
σ四円・目・凹・。・

切品・

H
m・
4
問。・

回
出
口
σ
0
3
目
・
目
・
。
・
回
晶
・
口
∞
-
M
M
由・

- 9 ー

西ドイツにおける経済統制法



説

刷
出
回
自
由
同
M
P
F
P
C
-
m
'
H
C
H
-

m
同
g
g
p
m
F
目・。
-
m
-
N
N
4
・

刷
出
口
σ
2・
目
・
白
・
。
-m・
M
M
4
・

川

州

国

c
Z
3
胆

-
P

。-m-
町
四
回
・

刷
出
口
σOPE-mW・
O-
∞-
N
N
∞・

同
国
国

g
Eロ
p
p
p

。-m-HDAH-

岡
田
口
σ2u
胆
-
B
・
。
・
田
島
・
出
回
目
也
・
切
品
-

H

・4
臼凶同・

附

ハ

1
7
ン
は
、
乙
れ
を
公
図
。
司
氏
一
回

σsaE関
口
出
向
叫
と
い
っ
て
お
り
(
出
血
g
m
g
p
由・匝・。・∞
-
H
G
問)、フ
l
パ

1
も
ま
た

a
d
ユユ田口げ民什回目白出回同叩ロ門芯

関白
H
1
M
M

片田ぴ
2

1

冊目ロ
-mg出
向
)
と
い
っ
て
い
る
の

-10ー

論

資
金
統
制

資
金
統
制
は
、

そ
の
日
的
か
ら
み
れ
ば
、
積
極
的
に
は
、
助
長
を
必
要
と
す
る
経
済
分
野
や
企
業
に
対
し
て
資
金
の
供
給
を
確
保
す
る

た
め
に
、

ま
た
、
消
極
的
に
は
、
不
急
不
要
の
分
野
へ
の
資
金
の
流
入
を
抑
制
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
資
金
統
制
の
方
法
は
、
き
わ
め

て
多
様
で
あ
り
、
高
権
的
子
段
、
例
え
ば
、
利
子
規
制
・
強
制
投
資
な
ど
の
方
法
に
よ
る
と
と
も
あ
る
が
、

ま
た
、
非
高
権
的
な
手
段
、

例
え
ば
、
国
が
、
直
接
間
接
に
、
消
費
貸
借
に
よ
っ
て
信
用
を
与
え
、
保
証
及
び
担
保
を
供
与
し
、
補
助
金
を
与
え
る
な
ど
の
措
置
を
講

ず
る
場
合
が
多
い
。

)
 

噌
B
よ(
 

強
制
投
資

強
制
投
資
の
方
法
は
、

と
く
に
、
注
目
さ
れ
た
の
は
、

し
ば
し
ば
適
用
さ
れ
、

一
九
三
四
年
の
「
褐
炭
経
済
に
お
け
る
経

か
つ
て
は

済
的
義
務
団
体
の
設
立
に
関
す
ろ
命
令
」
(
〈

o
g
E
Eロ
m
s
m円
色
町
開
耳
目
n
z
s
m
豆
江
田
与
え
昨
日
目
n
Z
ニι
目。
z
m
O
B色
ロ
田
島
田
町
件
。
ロ
吉
弘
司

回
日
ロ
中
関
。
E
Oロポ司町同
mny町民同〈。
B
N∞・一
W
H
C
ω
A
H
)

で
あ
っ
た
。
が
、
第
二
次
大
戦
後
、

こ
の
点
に
関
す
る
規
定
を
定
め
た
も
の
と
し
て
注



目
さ
れ
る
の
は
、

一
九
五
二
年
の
投
資
援
助
法
(
同
ロ
4
0
2
E。
ロ
田
町
出
荷
2
2
N
5
5
4・H
H
C
ω
N
)

で
あ
る
。

す
で
に
の
ベ
た

こ
の
法
律
は
、

よ
う
に
(
六
巻
三
六
頁
〉
、
朝
鮮
動
乱
後
、
基
礎
的
産
業
部
門
(
石
炭
鉱
業
・
製
鉄
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
・
水
経
済
・
鉄
道
車
両
工
業
)
の

陸
路
を
打
開
す
る
た
め
に
、
営
業
的
経
済
の
企
業
に
対
し
て

一
年
間
に
一

O
億
マ
ル
ク
を
拠
出
す
る
義
務
を
課
し
た
も
の
で
あ
る
。

(2) 

公
的
信
用
制
度
に
よ
る
信
用
統
制

信
用
の
供
与
は
、

一
般
的
に
は
、

私
経
済
的
な
各
種
の
金
融
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

一
定
の
目
的
の

た
め
に
は
、
各
種
の
公
的
金
融
機
関
が
創
設
さ
れ
、
信
用
の
発
展
に
対
し
て
積
極
的
干
渉
が
行
わ
れ
、
私
的
金
融
機
関
だ
け
で
は
、

十
分

に
充
し
え
な
い
需
要
の
充
足
が
は
か
ら
れ
る
。

こ
の
穫
の
も
の
で
、

戦
後
、

最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

一
九
四
人
年
の
経
済
会
議
の
立
法
(
の

2
0
G
仏

2
4司
王
∞
与
え

g
g同
4
0
5
m
-

H
H
・
出
品
∞
)
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
復
興
金
融
公
庫
(
巴
ぽ
関
『
白
色

S
E
E
-丹
富
司
君
ぽ
円
四

O
B
E
E
E
で
ふ
め
る
。
こ
の
公
庫
の
機
能
は
、
経
済

の
各
分
野
に
、
複
興
計
画
の
実
施
の
た
め
に
、
中
期
及
び
長
期
信
用
(
例
外
的
に
は
短
期
信
用
〉
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
公
庫
は
、

(2.) 

原
則
と
し
て
、
他
の
一
般
の
銀
行
と
競
争
関
係
に
は
た
た
な
い
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
.
信
用
は
、
通
常
は
、

た
だ
、
例
外
的
に
、
管
理
会
議
(
〈
再
考
回
目

Z
口
問
由
自
立
の
同
意
を
得
て
、
信
用
を
必
要
と
す
る
企

一
般
の
他
の
念
融
機
関
を
通
じ

西ドイツにおける経済統制法

業て
tこ、

直間
接接
的的
tこ t乙
与与
〆、/、，

らら
れれ
るする
0'" の

で
あ
り

(3) 

公
的
資
金
の
投
入
に
よ
る
信
用
統
制

租
税
又
は
公
債
等
を
源
泉
と
す
る
財
政
資
金
が
、
全
体
経
済
的
な
又
は
一
定
の
政
策
的
な
考
慮
か
ら
用
意
さ
れ
る
。
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こ
の
極
の
も
の
と
し
て
は
、

一
九
五

O
年
の
「
商
船
の
建
造
及
び
取
得
の
た
め
の
消
費
貸
借
に
関
す
る
法
律
」
(
の
め
認
定
位
ぴ

2
U
R
F
a

宮
口
N
Z
B
切
さ
ロ
ロ
弘
同

3
2吋
σ
さ
ロ
国
自
己
巾

-any-R34。
目
当
・
。
・

5
m
O
)
に
よ
る
も
の
な
ど
、
国
が
消
費
貸
借
を
通
じ
て
、
公
的
資
金



説

を
必
須
な
経
済
分
野
に
貸
与
す
る
も
の
が
あ
る
。

戦
後
の
特
殊
な
統
制
措
置
と
し
℃
は
、
臨
時
救
済
及
び
負
担
公
平
の
た
め
の
資
金
か
ら
の
信
問
供
与
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

九

- 12ー

論

四
九
年
の
臨
時
救
済
法

(ω
。
刊
号
岳
民
話
2
2
N
g
g
∞・∞・

5
色
)
及
び
一
九
五
二
年
の
負
担
公
平
法
(
戸
山
田
お
ロ

E
m
m
E
n
z
m∞E
R
g
s

E
・∞

-HCUN)
に
よ
る
も
の
勺
あ
り
、
戦
災
者
・
亡
命
者
・
政
治
犯
等
の
た
め
に
、
二
足
の
消
費
貸
借
に
よ
る
資
金
を
与
え
る
も
の
で
あ
り

こ
れ
に
は
、
再
建
消
費
貸
借
辛
口
同

E
E
R
Z
v
g
)
と
労
働
場
所
消
費
貸
借
(
〉
号

a
g立
与
N
E
ユovg)
と
が
あ
り
、
前
者
は
、
追
放
又
は

戦
争
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
者
に
、
新
生
活
の
基
礎
を
つ
く
る
状
態
に
お
く
た
め
に
行
な
わ
れ
、
後
者
は
、
経
済
的
企
業
及
び
戦
災
者
の

団
体
に
対
し
て
、
戦
災
者
の
た
め
の
継
続
的
な
労
働
場
所
を
創
設
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
住
宅
建
設
計
画
に
従
ハ
J

て
、
社
会
的
住
宅
建
設
の
促
進
の
た
め
に
、

一
九
五

O
年
の
住
宅
建
設
法
(
宅
島
ロ
ロ
ロ
寝
間
0
2
R
4
0
5

N
A
H

・A
H

・H
m
w
U
(
)
)

に
よ
り
、

公
的
資
令
の
信
用
供
与
が
行
わ
れ
た
。

連
邦
・
州
・
自
治
体
の
公
的
資
金
に
よ
っ
て
、

低
利
又
は
無
利
子
の
消
費
貸
借
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

社
会
的
住
宅

建
設
の
融
資
の
不
足
に
対
し
、

ま
Tこ

労
働
造
出

(
失
業
対
策
)
の
目
的
の
た
め
の
信
用
統
制
が
行
わ
れ
る
。

一
九
五
一
年
一
一
一
月
二
九
日
の
公
債
法
は

こ
の
目
的

を
も
っ
て
い
た
。

ま
た

失
業
保
険
の
積
立
金
を
、

信
同
統
制
的
な
労
働
造
出
の
た
め
に
利
用
す
る
と
い
う
あ
ら
た
な
方
法
が
と
ら
れ

た
。
こ
れ
は
、
「
一
九
五
一
年
会
計
年
度
に
お
け
る
労
働
造
出
の
た
め
の
臨
時
計
画
の
金
融
に
関
す
る
法
律
」
(
の

2
2
N
C
σ
角
円
F
E
E
t

ロ
N日巾円ロロ
m
o
s
g
∞。問。
3
u
g
m
g
E
B印

NC吋
〉
号
色
丹
田
宮
田
島
-
-
一
以
内
PHHMmE阿
見

onvロ
ロ
ロ
ぬ
と
曲
目
肖

H
U
U
H
5
5
N寸
-HN-EUH)
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

(4) 

国
家
的
な
保
証
及
び
担
旧
悼
の
供
与

国
家
は

信
用
促
進
的
統
制
措
置
と
し
て

大
丈
り
に

A
U
n
b
)
 

保
証
及
び
担
保
の
供
与
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は

い
わ
ば
国
家
の
直



接
の
信
用
供
与
に
代
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
も
の
と
し
て
は
、

一
九
四
九
年
の
「
保
証
引
受
に
関
す
る
法
律
」
(
の

g
m
R
5
2
己目。

。σ何Em凶}Mgσσ
宮
内
凶
吋
旬
。
話
回
円
}
岡
山
丹

a
g
B
N。・
AF
・H
m
w
h
F
S
、

一
九
四
九
年
及
び
そ
の
後
の

「
輸
出
取
引
に
お
け
る
保
証
引
受
に
関
す
る
法
律
」

(
六
巻
=
一
O
頁
参
照
)
な
ど
が
あ
る
。

(5) 

補

助

金

補
助
金
は
、
信
用
統
制
措
置
と
と
も
に
、
経
済
統
制
的
財
政
措
置
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。
補
助
金
は
、

生
産
者
の
た
め

に
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
ま
た
、
消
費
者
の
た
め
に
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

経
済
統
制
的
な
補
助
金
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、

つ
ぎ
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

農
産
物
の
輸
入
業
者
に
対
し
て
、
園
内
価
格
と
の
差
額
を
償
還
す
る
こ
と
が
、

一
九
四
九
年
入
月
二
二
日
の
命
令
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ

は
、
国
内
で
の
。
ハ

γ
の
価
格
を
引
下
げ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(2) 

一
九
五
一
年
の
「
海
上
、
沿
岸
及
び
内
陸
航
行
の
た
め
の

デ
ィ
ー
ゼ
ル
動
力
原
料
の
廉
価
に
関
す
る
命
令
」
(
〈
ゆ

gaロロロ
m
s
q
〈
q
Z
E
m
zロ
m
gロ
巴

2
丘
町
民
Z
Z
R
E円門出。
ωmoa-
同

r
s
p

航
海
及
び
漁
業
の
た
め
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
動
力
原
料
を
廉
価
に
す
る
目
的
で
、

西ドイツにおける経済統制法

ロ
ロ
仏
田
口
口
巾
口
問
n
E
R
m
w
V尽
き
母
。
・
0
・5
U
H
)
、
同
年
の
「
遠
洋
・
緋
、
沿
岸
及
び
内
陸
漁
業
の
た
め
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
動
力
原
料
の
版
価
に

関
す
る
命
令
」
(
〈
巾

g
aロ
ロ
ロ
ぬ
岱
σ
2
J
1
2
σ
E
-
m
E伝
〈
。
ロ
豆
町
田
色
町
民
丹
田
件
。
同
苫
円

e
o
c
g
m印
。
図
。

n
z
s
J
C
g由
回
叩
固
め
刊
日
ロ
ぬ
印
0

・
白
色
ロ
σ

出。円
}
M
S
O
J

町
内
岱
的
問
。
守
口
口
仏
恩
ロ
ロ
g
M
出
師
門
町
⑦
吋
忠
司
。
B
0・
。
・
巴
臼
)
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、

船
主
に
対
し
て
、
そ
の
船
の
デ
ィ

1
ゼ

ル
動
力
原
料
の
使
用
に
つ
き
、

一
定
の
経
営
補
助
金
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
農
業
に
お
い
て
も
、

同
様
に
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
動
力
原
料
に
関
す
る
経
営
補
助
金
が
一
九
五
一
年
八
月
二
八
日
の
命
令
で
与
え
ら

- 13ー

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。



説

価
格
平
衡
交
付
金
は
、
価
格
統
制
的
な
補
助
金
と
し
て
、
最
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
価
格
平
衡
は
関
係
業
者
の
プ
ー
ル

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
を
通
常
と
す
る
が

そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
場
合

と
く
に

低
物
価
政
策
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、

-14 -

論

価
格
平
衡
交
付
金
が
補
助
金
と
し
て
交
付
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
価
格
平
衡
資
金
を
独
立
さ
せ
る
た
め
に
、

し
ば
し
ば
、

価
格
手
術
金

隊
(
思
色
白
川

Emm-owZE印
目
。
)
が
設
け
ら
れ
る
の
で
φ

め
る
。
価
格
平
衡
は
、
価
格
法
、
又
は
、
そ
の
他
の
特
別
法
上
の
決
定
に
も
と
づ
い
て

行
わ
れ
る
価
格
統
制
的
措
置
で
あ
る
。
特
別
法
に
よ
り
価
格
平
衡
交
付
金
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
鉄
・
ゴ
ム
・
穀

物
・
牛
乳
・
タ
パ
コ
な
ど
が
あ
る
。

(6) 

証
券
利
率
対
策
及
び
資
本
の
蓄
積
・
資
本
市
場
の
育
成

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
は
ぼ
、

そ
の
大
要
を
す
で
に
前
述
し
た
(
六
巻
=
一
四
戸
以
下
〉
か
ら
、

こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

ω
復
興
金
融
公
庫
の
管
理
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
、
大
蔵
大
臣
・
経
済
大
臣
・
食
糧
農
業
大
臣
・
マ
ー
シ
ャ
ル
計
画
大
臣
・
運
輸
大
臣
の
ほ
か
、
連
邦
議
会
に

よ
り
五
人
、
ド
イ
ツ
州
銀
行
に
よ
り
一
人
、
中
央
銀
行
会
議
に
よ
り
五
人
、
連
邦
政
府
に
よ
り
一

O
人
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
議
長
は
連
邦
政
府
が
選
任
す
る
)

凶

出

g
z
n
p
p

。-m・
ω
P
H

∞-
E
0・

防

関

口

σ
0
3
由・目・。
-m-
国
島
・
ロ
∞
-
M旬
H

同・

仙
国
ロ
σ巾
♂
白
・
自
・
。

-m-m・凶器・

回
出
口
ぴ

o
p
p
p

。-m-M臼・

刷
出
ロ
σ
o
p
白-P。・

ω・問問∞同・
h

m
関
口
σ
o
F
P
白・。
-m・
M
m
∞尚・

出
血
包
回
目
P
目・白・。・
ω
-
H
N
品『・

生
産
統
制

生
産
に
関
す
る
統
制
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、

つ
ぎ
の
各
種
の
方
法
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。



(1) 

生
産
命
令

物
の
不
足
を
お
ぎ
な
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

と
き
に
、
積
極
的
に
生
産
者
に
対
し
て
一
定
の
物
資
を
生
産
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
経
済
安
定
法
に
基
づ
く
非
鉄
金
属
命
令
第
四
条
・
砂
糖
法
第
四
条
、
牛
乳
及
び
脂
肪
法
第
五
条
な
ど
は
そ
の
根

拠
と
な
る
。

(2) 

生
産
割
当

生
産
割
当
は

か
っ
て

一
九
三
三
年
の
強
制
カ
ル
テ
ル
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
戦
後
の
も
の
で
は
、

νャ
1
マ
シ
。
ブ
ラ
シ
の
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
石
炭
・
鉄
鋼
共
同
体
設
立
条
約
」
及
び
「
ド
イ
ツ
石
炭
経
済
に
関
す
る
命
令
」
が
あ
る
。

生
産
割
当
が
行
わ
れ
う
る
。

ま
た
、
農
業
関
係
で
は
、
穀
物
法
第

四
条
、
砂
糖
法
第
五
条
第
二
項
に
よ
っ
て
も
、

(3) 

製
造
規
定

生
産
統
制
の
方
法
と
し
て
、
製
造
規
定
(
同
角
的
窓
口
ロ
ロ

m
2
2
2宵
5
8
)
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。

ブ

l
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
製

(2) 

生
産
者
に
対
し
、
二
足
の
生
産
物
の
製
造
を
禁
止
し
(
「
製
造
禁
止
」
)
、

一
定
の
原
料
を
使
用
す
る
こ
と
若
し
く
は
使
用
し
な
い
こ
と
を
義
務
づ
け
(
「
使
用
強
制
」
「
使
用
禁
止
」
)
、
又
は
、

を
製
造
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
(
「
標
準
化
強
制
」
)
も
の
で
あ
る
よ
と
し
て
い
る
。

一
連
の
統
制
方
式
を
包
含
す
る
総
合
概
念
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

又

造
規
定
と
は
、

公
法
上
の
命
令
(
k
p

ロ
。
邑
ロ

E
M
m
g乙
で
あ
り
、

西ドイツにおける経済統制法

は

一
定
の
商
品
型

ハ
l
マ
γ
も
ま
た
、
製
造
規
定
に
つ
い
て
述
べ

て
お
り

こ
れ
を
、

Ol 

製
造
禁
止

-15ー

一
定
の
製
品
の
製
造
禁
止
は
、
原
料
を
他
の
重
要
な
生
産
物
に
十
分
に
役
立
て
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
、
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
牛

乳
及
び
脂
肪
法
第
一
二
条
。



説

伸

使
用
強
制

論

保
す
る
た
め
、

ま
た

特
定
の
重
要
原
料
が
不
足
し
て
い
る
場
合
に

他
の
原
料
を
も
使
用
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
な
ど
に
行
わ
れ

-16ー

使
用
強
制
は

一
定
の
生
産
物
の
製
造
に
つ
い
て

一
定
の
原
料
を
使
用
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
品
目
を
硲

る
。
使
用
強
制
で
重
要
な
も
の
は

一
定
の
原
料
混
合
の
割
合
を
定
め
る
混
合
強
制
で
あ
り
、
穀
物
法
第
三
条
第
四
号
・
第
五
号
に
よ
り

製
粉
や
パ
シ
製
造
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。

守争

使
用
禁
止

ル
似
用
禁
止
は
、

一
定
の
生
産
物
の
製
造
に
つ
い
て

一
定
の
原
料
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
重
要
原
料

が
不
足
し
て
い
る
場
合
に

こ
れ
を
、
不
急
不
要
の
方
向
で
の
製
造
に
使
用
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
措
置
で
あ
る
。
伎

用
禁
止
に
つ
い
て
は
、
経
済
安
定
法
が
そ
の
根
拠
を
定
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
鉄
及
び
石
炭
の
生
産
物
、
非
鉄
金
属
の
生
産
物
、
そ
の
他

化
学
原
料
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
の

山
氏
業
関
係
で
は
、

穀
物
法
は
、
パ
ン
穀
物
を
人
間
の
食
料
品
以
外
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
を
定
め
ハ
同
法
第
三
条
第
一

項
第
一
号
)
、

そ
の
他
へ
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
。

ま
た
、
砂
糖
法
第
四
条
も
、
甜
菜
は
、
原
則
と
し
て
、

砂
糖
の
製
造
に
の
み
使
川
す

る
乙
と
が
で
き
る
と
し
、
そ
の
他
へ
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
。

~ 

製
造
工
程
の
規
制

原
料
の
加
工
方
法
に
つ
い
て
規
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

経
済
安
定
法
は
、

そ
の
根
拠
を
定
め
て
お
り
、

こ
れ
に
も
と
づ
き
、

例
え
ば

一
九
五
一
年
の
「
石
炭
粗
タ
ー
ル
の
加
工
に
関
す
る
命
令
」
(
〈
巾
円
。
昆
ロ
ロ
ロ
的
位
一
σ
R
仏
ぽ
〉
丘

R
U
O
X
Z
D
m
〈

O
B
ω
Z
E
W
O
E
S
E

5
宮
市
再

4
0
5
N同・叶・

5
日
)
(
一
九
五
一
一
年
六
月
一
ニ
O
日
失
効
〉
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
。



農
業
関
係
で
は
、
穀
物
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
牛
乳
及
び
脂
肪
法
第
九
条
第
一

O
条
が
、

こ
の
点
に
つ
き
規
定
を
設
け
て
い
る
。

tお

標
準
化
強
制

標
準
化
強
制
は
、
規
格
等
の
統
一
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り

一
定
の
商
品
型
そ
の
他
の
製
造
規
範
に
従
つ
て
の
み
製
造
を
み

と
め
る
も
の
で
あ
る
Q

こ
の
方
法
は
、
例
え
ば
、
穀
物
法
第
一
二
条
第
一
項
第
二
号
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

(4) (3) (Z) (1) 

国
由
自
由
ロ
ロ
"
胆
・
目
・
。
-m・
H
C
B
同.

同
居
σ
2
3
田
・
胆
・
。
-m・
N
4
由同・

出
回
-
u
O円
1

・
p
p・
。
-m・問-吋∞・

回
世

E
g
g
s
-
世
-
F
・
。

-m-HS・

回

物
資
統
制

広
義
の
物
資
統
制
で
は
、
前
述
の
生
産
統
制
に
関
す
る
大
部
分
の
も
の
も
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
で
ゐ
ろ
う
。
が
、

こ
こ
で
は
、
主

(Z) 

と
し
て
、
商
品
流
通
面
に
つ
い
て
の
統
制
措
置
に
つ
い
て
述
べ
る
。

西ドイツにおける経済統制法

)
 

'
z
A
 
(
 

購
買
及
び
販
売
統
制

Ol 

購
買
統
制

)
 
-
1
 
(
 
購
入
地
域
の
制
限

一
定
の
生
産
物
の
購
入
地
域
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
的
に
統
制
さ
れ
た
排
他
的
な
取
引
地
域
が

こ
れ
は
、

- 17ー

こ
の
方
法
は
、

ニ
疋
の
生
産
物
の
生
産
者
と
こ
れ
を
購
入
す
る
そ
の
加
工
業
者
と
の
聞
の
地
域
的
距
離
を
合

設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

理
的
に
短
縮
し
、
不
必
要
な
輸
送
手
段
に
よ
る
こ
と
を
避
け
、
輸
送
費
の
節
減
を
は
か
る
た
め
に
と
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
砂
糖



説

に
つ
い
て
み
ら
れ
る
。
砂
糖
法
第
三
条
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
州
政
府
は
、
砂
糖
工
業
者
及
び
甜
菜
液
工
業
者
と
、
甜
菜
生
産
者
と
の
た
め

の
購
入
地
域
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

- 18ー

論

)
 
-
1
 

・1(
 
購
買
認
可

陥
買
統
制
の
最
も
通
常
の
方
法
は
、
購
買
認
可
の
方
法
で
あ
る
。
購
買
認
可
は
、

主
と
し
て
物
資
の
不
足
の
場
合
に
行
わ
れ
る
の
で
あ

と
く
に
多
数
の
需
要
を
適
正
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
購
入
証
明
書
に
定
型
化
さ
れ
る
。

り
購
入
認
可
制
は
、
経
済
安
定
淳
一
に
も
と
ず
く
命
令
に
よ
り
、
石
炭
・
石
油
・
貴
金
属
・
非
鉄
金
属
そ
の
他
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
。
ま
た
、

一
九
五

O
年
の
石
油
法
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
砂
糖
法
第
五
条
第
一
項
は
、
連
邦
大
臣
は
年
間
免
除
(
司
円
巴
関
与
ゆ
)
の
範
囲
を
定

め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
免
除
に
よ
っ
て
の
み
購
買
が
み
と
め
ら
れ
る
。

伸

販
売
統
制

購
買
統
制
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
ま
た
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
販
売
統
制
が
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
購
入
地
域
の
制
限
に
お
い
て
は
、

販
売
者
は
、

そ
の
地
域
に
於
い
て
購
入
す
べ
き
者
に
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
、
購
買
認
可
に
お
い
て
購
入
証
明
書
が
発
行
さ
れ

る
と
き
は
、
販
売
者
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
法
律
に
よ
り
又
は
法
律
上
の
根
拠
に
も
と
事
つ
い
て
、
公
法
上
の
売
渡
義
務
(
又
は
引
渡
義
務
)
が
課
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

例
え
ば
、
穀
物
・
脂
肪
・
屠
畜
'
肉
の
輸
入
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
輸
出
及
び
貯
賊
公
社
(
目
見
出
寄
'
C
白
色
〈
。
q
m
g印件。
-Z)
に
対
し
て
、
売

波
中
出
義
務
(
〉
ロ
Z
2ロ
ロ
顎
立
日
付
宮
)
が
認
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
内
生
産
食
糧
に
つ
い
て
も
、
一
九
三
三
年
以
来
、

述
邦
食
糧
団
立

法
に
お
い
て
、
広
汎
に
わ
た
っ
て
、
売
波
申
出
義
務
が
謀
せ
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
措
置
は
戦
後
に
も
及
び
、

さ
ら
に
、

一
九
四
八
年
の

「
農
業
に
お
け
る
査
定
及
び
引
渡
制
度
の
新
秩
序
に
関
す
る
法
律
」

(-C何
回

2
N
C
σ
m
w吋

z
o
z。同・
A

凶ロロロ
m

門目。凹〈巾吋山口]白血刷己ロ
m印t
ロロ門同



krz-民
号
ロ
ロ
閃
印
当

2
0ロ
田
宮
内
凶
ゆ
門
戸
m
w
H
己
認
可

gnympa〈
O
B
N
ω
-
H
・5
h
p
m
w
)

ハ
一
九
四
八
年
九
月
一
一
一
O
日
失
効
)
に
お
い
て
も
と
ら
れ
た
。

ま
た
、

経
済
安
定
法
は
、
命
令
に
よ
り
、
石
炭
・
石
油
・
貴
金
属
・
非
鉄
金
属
そ
の
他
の
営
業
的
商
品
の
引
渡
を
、

一
定
の
条
件
の
も
と
に
規
制

す
る
こ
と
を
認
め
、

こ
れ
ら
の
物
資
に
つ
ま
引
渡
義
務
を
定
め
る
こ
と
を
認
め
た
。

こ
れ
に
よ
り
、

(2) 

貯
蔵
統
制

貯
戴
統
制
は
、
市
場
規
制
に
関
連
す
る
重
要
な
経
済
統
制
の
一
つ
で
あ
お
が
物
資
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
貯
誠
を
制
限
し
な
け
れ
ば

工
・
コ
工
、

1
、

T
F
J
T
L
カ

反
対
に
、
物
資
が
過
剰
な
場
合
に
は
、

と

同
時
に
ま
た
、
不
足
に
対
す
る
準
備
と
し
て
貯
蔵
さ
せ
て
お
く
必
要
も
あ
り
、

く
に
、
価
格
水
準
の
維
持
の
た
め
に
、
貯
蔵
義
務
が
諜
せ
ら
れ
、

ま
た
国
家
的
機
関
に
よ
る
貯
識
が
行
わ
れ
る
。

経
済
安
定
法
は
、
需
要
充
足
の
確
保
の
た
め
に
、
石
炭
・
石
油
・
貴
金
属
・
非
鉄
金
属
・
そ
の
他
の
営
業
的
商
品
の
貯
蔵
に
関
し
、
法

規
命
令
を
定
め
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
命
令
に
よ
り
、

一
定
の
生
産
の
一
定
量
を
在
庫
し
て
お

く
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
〈
「
貯
誠
割
当
」
)
。
こ
の
方
法
は
、
例
え
ば
、
非
鉄
金
属
命
令
な
ど
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
。

生
産
者
及
び
加
工
業
者
は
、

(2) 

農
産
物
関
係
に
つ
い
て
は
、

そ
の
性
質
上
、
貯
賦
に
関
す
る
規
定
を
定
め
た
も
の
が
多
い
。
穀
物
に
つ
い
て
は
、
穀
物
法
第
八
条
第
六

西ドイツにおける経済統制法

項
に
よ
り
、
輸
出
及
び
貯
蔵
公
社
(
巴
ロ
苫
宵

a
z
E
〈

2
5
g
m
E
Z
)
が
、
市
場
の
状
況
に
応
じ
て
、
内
外
穀
物
の
貯
蔵
を
行
う
。

脂
肪

に
つ
い
て
も
、
牛
乳
及
び
脂
肪
法
第
一
五
条
第
五
項
に
よ
り
‘

同
様
に
、
輸
出
及
び
貯
離
公
社
が
、
パ
タ

l
、
そ
の
他
の
食
料
用
脂
肪
及

び
油
の
貯
蔵
を
行
う
。
ま
た
、
家
畜
及
び
肉
法
第
一
七
条
第
五
項
も
同
様
で
あ
る
。
砂
糖
に
つ
い
て
は
、
砂
糖
法
は
、

こ
の
よ
う
な
公
社

に
よ
る
直
接
の
貯
蔵
に
関
し
て
は
定
め
て
い
な
い
。

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
行
わ
れ
る
。

し
か
し
、
必
要
量
の
貯
減
は
前
述
の
よ
う
に
、
免
除
に
よ
っ
て
の
み
引
渡
さ
れ
る
と

-19-

(1) 

出
回
目
M
O
F
F
-
恒・

c・m
-
N
U
臼同・
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(6) (5) (4-) (3) (2) 

出
回
目
】
品
♂
白
・
田
・
。
-
m
-
M
E・

悶
ロ

σ由
4
3

白・白・。・∞
-
M
由4
同-u

回
伊
吉
田
回
p
p
p
。
-m-
ロ∞・

凶
ロ
σ
o
p
白-
B
・。
-
m
e
N
U
U
・
山
岡
田
g
F
Z
F
E・目・。・∞・ロ∞・

国田ぴ品
F
田-
P
。
-m-M由由同
-
u

回世岡田町
w
ロ
P

田
-
P
。
-m・ロ∞・
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出
血

-Bag-
回-
P
0・ω・
ロ
4

同・

五

価
格
統
制

価
格
統
制
の
方
法
に
は
、
価
格
形
成
そ
の
も
の
は

一
応
、
競
争
経
済
に
お
け
る
自
由
な
価
格
形
成
に
ま
か
せ
、
国
家
が

e
-
q
u
T
一
斗
刈
リ
d

c
j
b
t
j
 

し
て
、
不
適
正
な
価
格
に
対
し
て
干
渉
を
加
え
る
方
法
(
国
家
の
価
格
監
督

l
p巴∞
5
2
4司
R
F
E
m
)
と
、
国
家
が
、
直
接
に
、
価
格
形

成
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
干
渉
を
加
え
る
方
法
(
国
家
の
価
格
形
成
t
i
p
-
m
U
Z
Eロロ
m)
と
が
あ
る
。

(1) 

価
格
監
督

価
格
戦
督
に
は
、
直
接
刑
事
裁
判
権
に
よ
る
場
合
と
行
政
的
方
法
に
よ
る
場
合
と
が
あ
お
「
刑
事
裁
判
権
に
よ
る
場
合
は
、

一
般
的
な

刑
法
又
は
経
済
刑
法
に
よ
っ
て
、
暴
利
そ
の
他
の
価
格
吊
上
げ
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。
行
政
的
方
法
に
よ
る
場
合
は
、
価
格
官
庁
が
価

格
の
形
成
に
関
し
て
、
各
種
の
監
督
を
加
え
、

ま
た
、
価
格
審
査
の
手
続
に
よ
り
価
格
を
認
可
に
か
か
ら
し
め
る
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
。

一
九
四
八
年
の
価
格
法

(
C
Z円
程
ロ
想
略
的
O
R
与
男
同
VREu--門田口関口ロ門
H
F
0
2
5
2
t司
R
Fロ
ロ
ぬ
〈
O
B
S
-
K
F
H
Cお
)
第
八

条
は
、
価
格
監
督
権
を
、
州
政
府
に
与
え
、
述
邦
経
済
大
臣
は
、

一
般
的
な
命
令
及
び
取
締
方
針
を
定
め
、
指
示
を
与
え

こ
れ
に
関
し
、

る
こ
と
が
で
台
、
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
法
第
二
条
は
、
述
邦
経
済
大
臣
又
は
州
政
府
に
、
命
令
又
は
行
政
処
分
に
よ
り
、

五段

的
に
価
格
・
賃
貸
料
・
料
金
そ
の
他
の
河
価
に
つ
き
、

認
可
に
か
か
ら
し
め
る
権
限
を
与
え
て
い
る
。

(2) 

価
格
形
成



国
家
的
な
価
格
形
成
の
場
合
は
、
私
的
経
済
取
引
に
お
け
る
対
価
の
額
は
、
直
接
的
な
国
家
的
干
渉
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
(
も
っ
と

も
、
国
家
が
決
定
す
る
価
格
が
、
最
高
額
・
最
低
額
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
限
度
内
に
お
い
て
は
、
価
格
形
成
は
自
由
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
り
、
国
家
は
、
個
々
の
取
引
に
お
け
る
具
体
的
な
価
格
を
、
直
接
に
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
)

ハ3
V

つ
ぎ
の
方
法
が
あ
る
。

こ
れ
に
は
、

モイ)

価
格
引
上
の
禁
止
(
価
格
停
止
)

こ
れ
は
、
価
格
を
、

一
定
の
期
日
に
お
け
る
価
格
に
停
止
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。

一
九
三
六
年
の
価
格
停
止
令
(
〈

2
2ヂ

こ
の
例
は
、

ロ
ロ
ロ
阿
佐
σ巾
吋
仏
日
〈
巾
同
σ。一〈。口同日】守ゆ山田町
H
O
V
E
伝
4
。
B
N。・
]
H
-
H
8
0
)

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

制

価
格
決
定

行
政
上
の
価
格
決
定
は
、
行
政
措
置
に
よ
り
、

一
定
の
商
品
に
つ
い
て
価
格
を
決
定
す
る
方
法
で
あ
る
。
価
格
決
定
は
、
国
又
は
地
方
.

自
治
体
が
行
う
。
が
、

な
お
価
格
決
定
権
は
、
国
家
的
な
管
理
の
下
に
あ
る
各
種
の
市
場
団
体
や
強
制
カ
ル
テ
ル
に
委
譲
さ
れ
る
と
と
も

(2) 

ふめる。

西ドイツにおける経済統制法

一
九
四
八
年
の
価
格
法
第
二
条
は
、
連
邦
経
済
大
臣
又
は
州
政
府
に
、
命
令
又
は
行
政
処
分
に
よ
り
、
価
格
・
賃
貸
料
・
料
金
そ
の
他

の
対
価
を
決
定
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
。

価
格
決
定
は
、
最
高
額
・
固
定
額
・
最
低
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
第
二
次
大
戦
後
行
わ
れ

た
通
貨
改
革
の
後
の
価
格
政
策
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
一
九
四
八
年
の
「
通
貨
改
革
後
の
価
格
形
成
及
び
価
格
取
督
に
関
す
る
命
令
」
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s
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ω
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5
島
)
で
は
、
各
般
の
物
品

等
の
価
格
に
つ
き
、
最
高
価
格
規
定
・
固
定
価
格
規
定
・
最
低
価
格
規
定
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
適
用
さ
れ
た
。



説

川
国
ロ
ゲ
0
3
p
m
w
・
。
-m・目。
ω・

ω
同
ロ

σoF
白・目・。・

ω・∞
8
・

同
国
出
向
】

S
・
p-
胆
・
。
-m・
ω
o
u
同
・
フ
l
パ

i
は
、
国
家
的
な
価
格
形
成
と
し
て
、
「
価
格
引
上
の
禁
止
」
(
ぐ
申

5
2
ι
ミ
吋
Z
Z
O『

FUE白
色
「
価
格
決
定
」

(句司白山田

r
a
g
R員
長
)
及
び
「
伺
格
認
可
」
(
司
可
申
町
田
岡
田
口
各
自
目
的
記
長
)
の
一
一
一
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
が
、
価
格
統
制
を
、
価
格
監
督
と
国
家
的
な
価
格
形
成
と

に
区
別
す
る
場
合
に
は
、
「
価
格
認
可
」
は
む
し
ろ
、
価
格
監
督
の
一
っ
と
考
え
る
ほ
う
が
適
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
価
格
監
督
の
項
で
ふ
れ

，旬。

今

t

附
と
の
命
令
は
、
一
九
四
八
年
の
「
通
貨
改
革
後
の
経
済
管
理
及
び
価
格
政
策
の
主
旨
に
関
す
る
法
律
」
(
の
巾
凹
由
仲
間
口

σ
2
F
a
g酔
仲
間
四
位

σ
2
食
品
切
宏
之
マ

仲
間
各
国
内
苫
口
問
ロ
ロ
晶
司

2
日回目

uoEZ内
回
目
白
げ
宏
司

Co--z同。
E
M
4
0
5
N品・∞

-
H
E∞
)
及
び
一
九
四
八
年
の
価
格
法
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
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